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秋田県告示第２９０号

令和２年度自衛官候補生の採用試験の試験期日及び試験場を次のとおり定めたので、自衛隊法施行令（昭和29年政令

第179号）第117条第１項及び第118条の規定に基づき、告示する。

令和２年６月30日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

試験期日 試 験 場 募 集 地 域

名 称 及 び 位 置

受付時に指定 受付時に指定する場所 秋田県全域

する日


